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埋蔵文化財・史跡整備における 3Dの活用と公開について 

 

仲林 篤史 
（東大阪市教育委員会事務局 社会教育部 文化財課 主査） 

 
はじめに 
東大阪市教育委員会では、東大阪市河内町にある国の史跡「河内寺廃寺跡」の整備に伴い作成してきた

3Dデータの公開と活用を進めている。 

史跡整備の過程は、埋蔵文化財発掘調査に始まり、検出した遺構に基づく整備構想・計画策定を経て、設
計・施工へと移る。東大阪市は、この整備の各段階において 3Dデータを作成・活用してきた。現在、史跡
地は第 1期整備が完了し史跡公園として供用が開始されたため、作成された 3Dデータもその役割を終えて
いる。 

これら 3D データを本来の用途に限定せず、幅広く文化財の普及啓発や活用に資するものと捉えたうえで、
史跡整備完了後も引き続き 3Dデータの公開・活用の用途を検討し、実施してきた。本稿ではこれら 3Dデ
ータのさらなる活用の事例を報告する。 

なお河内寺廃寺跡は、大阪府と奈良県の境にある生駒山の西麓に位置し、飛鳥時代後期に創建された四天
王寺式伽藍配置をとる古代寺院跡である。史跡公園として整備されている約 2,000m2の土地に金堂・講堂・
東回廊の基壇が残されている。 

 
3D データの種類  

東大阪市教育委員会が、史跡整備に伴いこれまで作成してきた 3Dデータの概要について述べる。 

以下の表は、史跡整備の各段階において作成した 3Dデータの概要等をまとめたものである。 

 
表１ 3D データ一覧 
整備の段階 3Dデータの概要 作成方法 作成目的 
発掘調査 調査トレンチ・出土遺物 SfM-MVS 発掘調査報告書掲載図面作成 
計画・設計 整備後のイメージ モデリング 広報・地元説明会資料 
整備完了 整備完了後の史跡公園 SfM-MVS デジタルコンテンツによる史跡ガ

イダンス（360度 VR動画）制作 過去の調査トレンチ SfM-MVS 

復元建物 モデリング 

 
上記表のうち、「モデリング」とは、ソフトウェアなどを用い図面等から 3Dデータを作成する方法をい

う。「360度 VR動画」は、史跡公園内の 4か所に設置された QRコードから手持ちのスマートフォン等で
動画投稿サイトにアクセスし、発掘調査成果や復元建物の 3Dデータを通じて史跡の歴史を来訪者に伝える
ために作成されたものである（仲林 2018）。 
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図 1 河内寺廃寺跡発掘調査トレンチの 3D データ 

 

図 2 設計書に基づく整備イメージの 3D データ 
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図 3 整備完了後の史跡公園の 3D データ 

 

図 4 復元建物の 3D データ 

 

 

 
活用その１ Sketchfab での公開  

整備完了後に東大阪市教育委員会が取り組んでいる 3Dデータの公開・活用の取組みの一つが、
Sketchfabの利用である。 

埋蔵文化財・史跡整備における 3D の活用と公開について  
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Sketchfabは、登録アカウントを持つユーザーが作成した 3Dデータを公開・共有するためのウェブサ
イトである。閲覧者（アカウント登録は不要）は、自身の PCやスマートフォン等の端末からアクセスし、
ウェブブラウザを通じ 3Dデータが閲覧できる。近年は VR（仮想現実）や AR（拡張現実）といった技術
を取り込み、HMD（ヘッドマウントディスプレイ）での VRモードや、端末に内蔵された ARアプリケー
ションを用いた表示などが可能となっている。また、大英博物館をはじめとする海外の博物館・研究機関が
公式アカウントを開設し、所有する文化財等の 3Dデータを公開している。 

東大阪市教育委員会では、平成 30 年（2018）5 月より全国の自治体に先駆けて公式アカウントを開設し、
これまで作成してきた 3Dデータの一部の公開を開始した。ここでは前述の 3Dデータのうち、発掘調査時
に SfM-MVSで作成した金堂基壇の調査トレンチ、発掘調査成果を基にモデリングで復元した創建時の推定
金堂及び発掘調査出土遺物等の 3Dデータが閲覧できる。 

図５ 東大阪市教育委員会文化財課のページ 

 
3Dデータの公開・共有にあたっては、これまでに前例がなかったため、市役所内の担当部局と協議を重

ねた。以下、協議で検討した 2つの課題とその結論について報告する。 

 
（１） 3Dデータと著作権・所有権の関係（法務担当部局） 
作成した 3Dデータをインターネット環境で公開することにより、市又は市民に何らかの損害・不利益等

のリスクが生じる可能性を念頭に、以下の 2点を検討した。 

まず、3Dデータは発掘調査報告書の図面等の一部として使用される。これらは、著作権法に定められる
著作物に該当し、著作権により保護される。したがって、3Dデータと著作権との関係を整理する必要が生

第 1 回考古学・文化財のためのデータサイエンス・サロン 
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じた。著作権は、地方自治法第 238 条に定めるとおり公有財産の一つであることに留意が必要である。次に、
作成した 3Dデータそのものや 3D化の対象となった資料の所有権との関係について検討した。検討は、日
本国内に適用される著作権法及び民法の規定に基づき行った。それぞれの検討内容は以下のとおりである。 

 
①著作権と 3Dデータの関係 

3Dデータと著作権の関係についての明文化された法的な根拠は、現在のところ存在しない。知的財産戦
略本部 検証・評価・企画委員会ほか 2016では、著作権を含む知的財産権で保護されている物（アニメや
ゲームのキャラクター又はそのフィギア）を複製した 3Dデータと、知的財産権で保護されていない物を
3D データ化したものとを分類し検討している。これによると、前者では 3D データは複製物と見なされ、
原著作者の著作権（複製権）が及ぶが、後者は「事実情報の測定であり新たな権利を認めることの必要
性・意義を見出すことは困難」なため、複製された 3Dデータは著作物と見なされず、したがって著作
権により保護されない。ただし、「3Dデータ化の際に工夫を加えた場合（ゼロからの 3Dデータ制作を含
む）」には、著作権により保護される可能性があるとも指摘されている（資料１）。 

以上より、著作権で保護されていない遺物や遺構を SfM-MVS等の技術で 3Dデータ化した場合、現在ま
でのところ、作成された 3Dデータに著作権は及ばない（著作物として認められない）と解するのが妥当で
ある。一方、復元建物の 3Dデータなど、一定程度の創作性・創意工夫を持って作成したものには作成者
（団体）の著作権が及ぶと考えられる。 

 
②所有権と 3Dデータの関係 

所有権とは、現実に存在している「物体」に及ぶ権利である。このため有体物でない 3Dデータその
ものに所有権は発生しない。つまり公開された 3Dデータが第三者によって二次利用された場合、その
行為を「所有権に基づいて制限する」ことはできない。よって第三者の二次利用により損害が発生す
るリスク（例えばレプリカが販売されている等、何らかの金銭的価値をもつ文化財の 3Dデータを公開
することでそれが複製され、販売される）を認識する必要がある。3Dデータ化する文化財の所有者が
市以外の者の場合、この点について事前に説明する必要がある。 
類似した問題として、博物館資料の閲覧に閲覧料を徴する規定がある場合があげられる。Sketchfab

上で自由に資料が閲覧できることは、この規定と矛盾しないかどうかも検討した。実物の博物館資料
を閲覧する、すなわち現地にて実測道具等を用いて詳細に資料を観察する行為は、インターネット上
で 3Dデータを閲覧するだけの行為とは明確に区別でき、したがって Sketchfab上での公開が博物館
資料の閲覧規定に抵触することはないと結論付けた。 
 
以上の検討を踏まえると、作成される 3Dデータは概ね以下の 3通りに分類される（カッコ内は 3D

データの例示）。 
 
ⅰ著作権が市に帰属しているもの（復元建物） 
ⅱ著作権は存在しないが、対象物の所有権が市にあるもの（埋蔵文化財・博物館収蔵品等） 
ⅲ著作権は存在しないが、対象物の所有権が市以外の者にあるもの（市有地以外の土地での発掘調
査トレンチ・個人が所有する文化財） 

埋蔵文化財・史跡整備における 3D の活用と公開について  
（仲林） 
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以上の 3Dデータと著作権・所有権の関係の整理から、その公開に関してはそれぞれの立場より、
2つの結論が導き出された。まず 3Dデータの公開活用に慎重な立場からは、「公開により第三者が自
由に利用でき、それに対して著作権や所有権が及ばない事態が生じる」という点が懸念された。一方
で、普及啓発を促進する立場からは、「第三者が自由に文化財の 3Dデータを活用することは、文化財
の普及啓発に資することができる」と捉えることできた。本市では前者の懸念について、その具体的
なリスクの有無等の検討を行い、普及啓発に資するメリットが大きいと判断し、その公開を進めた。 

 
（２）SNS（ソーシャルネットワークサービス）の利用手続き（情報処理担当部局） 

Sketchfabでの公開に伴うもう一つの検討課題は、SNSサービスの利用に関する点である。多くの場合、
自治体の定める情報セキュリティポリシー又はこれに類する基準に従い、手続きを進める必要がある。 

情報セキュリティポリシーとは、「組織内の情報セキュリティを確保するための方針、体制、対策等を包
括的に定めた文書」（総務省 2018）である。地方自治体による SNSサービスへの参加は近年著しいが、膨
大な個人情報を含む情報資産を扱う地方自治体では、情報保護に関する対策を行う必要がある。SNSの利
用に関する情報セキュリティポリシーの規定とは以下のとおりである（資料２）。 

 
①運用手順の策定 

②海外クラウドサービスへの考慮事項 

 
まず、①に基づき、「東大阪市文化財三次元データの公開に関する運用要綱」、「東大阪市文化財三次

元データの公開に関する実施要領」及び「東大阪市文化財三次元データの公開に関する運用ポリシー」
を定めた（資料 3～5）。 

②については、総務省 2018では、アップロードしたデータが、データセンターの存在地の国の法律の適
用を受け差し押さえられる可能性があることから、機密性のある情報を含んだデータは国内のサービスを利
用することとされている。Sketchfabのデータセンターは海外にあると考えられるため、この点について考
慮する必要があった。これについては、アップロードするデータはそもそも公開を目的としたもので、機密
性が低いため、この規定の適用を受けないと判断した。なお、関連する懸念として、Sketchfabの「Proア
カウント」の問題がある。「Proアカウント」に限定された機能の一つに、アップロードしたデータを特定
の相手しか閲覧できないよう設定するものがある。一般論として、非公開にする必要がある情報とは、それ
以外のものより機密性が高いと言えるため、「Proアカウント」を取得する場合、この機能の運用範囲を明
確にしておく必要がある。 

 
活用の手法 その２ VR 技術を用いた活用 

Sketchfabの公開と併行し、VRコンテンツの製作も進めている。ここでいう VRコンテンツとは、SfM-

MVSで作成した 3Dデータを HMD（ヘッドマウントディスプレイ）を利用して体験するコンテンツをいう。 

まず、前述した河内寺廃寺跡 360度 VR動画の制作に使用した全ての 3Dデータは、現在「河内寺廃寺跡
VR」として、HMDで利用できる VRコンテンツとして再利用されている。 

このコンテンツでは、HMDを装着したプレイヤーは VR空間内の河内寺廃寺跡史跡公園内を自由に歩き
回ることができ、コントローラの操作で、「現在の史跡公園」→「現在の史跡公園＋発掘調査トレンチ」→

第 1 回考古学・文化財のためのデータサイエンス・サロン 
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「現在の史跡公園＋復元建物」→「古代の河内寺廃寺全体」とシーンを切り替える。現在までのところ、施
設等に設置はしていないが、イベント等で活用している。 

同じく HMDの利用を想定した VRコンテンツとして現在制作を進めているものが「バーチャル博物館」
である。現在整備中の新博物館の展示エリアを整備計画書に基づきモデリングし、その中に SfM-MVSで作
成した遺物や遺構、古墳の石室等の配置を検討している。また、展示台に置かれた 3Dデータをただ観察す
るのではなく、プレイヤーの意思で遺物を持ち上げ観察する、火にくべて土器の使用状況を復元する等、通
常の博物館展示ではできないような手法を検討している。これについては、別の機会に報告したい。 

 
まとめ 

SfM-MVS技術の普及により、これまで多くの 3Dデータが調査研究目的で作成されてきた。東大阪市で
はこれらの成果は本来の目的で完結すべきでないという考えにより、本稿で報告したような活用を進めてい
るところである。 

近年 VR技術の発展が著しく、それを支える 3Dモデリングや 3Dスキャンといった技術もより身近にな
った。自治体組織の中では、文化財保護部局を中心にこれらの技術の導入が進められていることが多いよう
に見受けられる。過去の調査で作成した 3Dデータを文化財の普及啓発というさらなる目的で公開活用する
ことは、文化財保護法の趣旨とも矛盾しない。ただ、自治体職員が前例のない分野に取り組む場合、リスク
を検討し、法的な課題や必要な手続きの整理等を行うことは必須である。東大阪市の事例が、こうした課題
の解決に少しでも役立つのであれば幸いである。 
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【資料１】 

引用：知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 次世代知財システム検討委員会 

『次世代知財システム検討委員会報告書～デジタル・ネットワーク化に対応する次世代知財システム構築に向けて～』 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/jisedai_tizai/hokokusho.pdf 

 

3.2 ３Ｄプリンティングと知財制度 

（１）現状と課題 

３Ｄプリンティング技術の進展や３Ｄプリンターの普及により、特別な設備や技術を持たない地域の工房や個人宅にお

いて、ものづくりが可能になっていくと考えられる。また、３Ｄデータをインターネット経由で交換・共有させること

で、製造業による物流コストの低減や、個人による作品・製品の発信、ネット上での多人数参加型のものづくりなど、

埋蔵文化財・史跡整備における 3D の活用と公開について  
（仲林） 
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製造業に大きな構造変化が起こると考えられる。さらに、３Ｄスキャニング技術の進展により、物として流通していた

ものがデータとして流通するなど、将来的には物と情報の垣根がなくなることが予想される。 

（中略） 

 

＜課題＞ 

こうしたものづくりの革新がもたらす社会環境の変化について、我が国の知財制度として対応していくことが必要であ

る。具体的には、３Ｄデータを介して正規品の流通・生産等が容易になる一方で、模倣品の流通・生産も容易になるこ

とが想定されるため、３Ｄデータの知財制度上の保護や模倣品の流通・生産対策のあり方が課題として挙げられる。ま

た、３Ｄデータを共有・加工することにより、アイデアの共有による新しい製品開発や、個人のニーズに合わせた製品

づくりなどが出来るようになるため、３Ｄデータの利活用のあり方について検討していくことが必要である。 

 

＜検討の視座＞ 

上述の課題を検討するにあたっては、知的財産権で保護されている物の３Ｄデータ（例えば、キャラクターフィギアの

３Ｄデータや、意匠が登録された家具の３Ｄデータ等）と、そうではない３Ｄデータ（特段、知的財産権で保護されて

いない物の３Ｄデータや、ゼロから３Ｄデータを制作した場合）で、法的保護の必要性に関する前提が異なることから、

分けて検討することが適当である。 

前者については、物と情報の垣根が無くなり同価値になる以上、物と同様に情報も知財として保護・利活用されること

が基本と考えられるが、現在の知財制度においてそのような対応がなされているのか検討する必要がある。 

後者については、３Ｄデータが具現化する物が知財として特段保護されていない以上、その３Ｄデータについても保護

不要と考えられるが、一方で、３Ｄデータ化にあたっては様々な工夫や投資がされている可能性があり、単純に保護を

しないという取扱いで良いのかという点が問題となる。 

 

（２）論点１：知的財産権で保護されている物の３Ｄデータについて 

知的財産権で保護されている物が許諾なく生産された場合、当該生産行為や生産された物の頒布等は、権利侵害行為に

該当する。３Ｄプリンティング技術の進展により、今後、３Ｄデータからの生産が広汎に容易化していくことを鑑みれ

ば、生産行為やその頒布の段階だけで侵害を捕捉するには限度があり、その前段階である３Ｄデータの複製・頒布につ

いても知的財産権が及ぶことが必要になってくると考えられる。 

知的財産権で保護されている物が著作物の場合（例：キャラクターフィギア等）には、元となる著作物の著作権が３Ｄ

データに及ぶと考えられる。このため、当該３Ｄデータの複製・頒布等についても著作権の侵害に該当することから、

現行法制度のままで大きな不都合は生じないと考えられる。 

（中略） 

 

（３）論点２：知的財産権で保護されていない物の３Ｄデータについて 

知的財産権で特段保護されていない物を基に３Ｄデータを制作した場合や、 

ゼロから３Ｄデータを制作しそれが具現化する物について知的財産権で保護さ 

れない場合 44 について、当該３Ｄデータを知財制度上どのように取り扱うべきか、 

という点について、以下の通り整理した。 

 

＜実物をそのまま３Ｄデータ化した場合＞ 
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実際にある物をスキャンして３Ｄデータ化する行為については、事実情報の測定であり新たな権利を認めることの必要

性・意義を見出すことは困難であること、大量の情報が生成される中で、３Ｄデータを権利で強く守ったとしてそれに

お金を払う人がどれだけいるのか、権利を与えることの実効性の問題がある、といった観点から、現時点で何らかの法

的保護を行う必要はないと考えられる。 

＜３Ｄデータ化の際に工夫を加えた場合（ゼロからの３Ｄデータ制作を含む）＞ 

実際にある物を単純にスキャンした３Ｄデータではなく、創作のために一定の加工を施した３Ｄデータや、ゼロから３

Ｄデータを制作した場合については、３Ｄデータの制作過程において何らかの付加価値が生じていると考えられる。 

このような付加価値に注目して３Ｄデータを知財として保護するとした場合には、３Ｄデータ化の際に表現上の創作性

が付加されている場合には、著作物として保護されるとの解釈による方策や、新たな権利を創設して保護する方策など

が考えられる。他方で、このような付加価値に現時点で保護をかけてしまうと自由なビジネスの発展を阻害するおそれ

がある、利用が進んできたところで、保護と利用のバランスを検討すべきという意見が出された。 

このような状況に鑑み、３Ｄデータを制作する過程での付加価値に注目し知財として保護することの必要性については、

技術や実用化の進展状況を踏まえつつ引き続き検討していくことが必要である。 

（４）方向性

以上の通り、本委員会では、３Ｄプリンティング技術の進展や３Ｄプリンターの普及によって惹起されるものづくりの

革新が知財制度に与える影響への対応について、課題の抽出と対応の方向性の整理を行った。

これらの課題の中で、当面、進めていくべき事項を整理すると以下の通りである。その他の課題については、３Ｄプリ

ンティング技術の進展・実用化の動向や国際的な状況を注視しつつ、必要に応じて検討していくことが期待される。

○知的財産権で保護されていない物の３Ｄデータについて、投資保護と促進の観点から、例えば３Ｄデータの制作過程

において生じた付加価値に注目しつつ、一定の「価値の高い」３Ｄデータに関する知財保護のあり方について具体的な

検討を行う。

【資料２】 

引用：総務省 『地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（平成 30 年 9 月版）』 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000592786.pdf 

8.3. ソーシャルメディアサービスの利用 

【趣旨】 

住民への情報提供など、ソーシャルメディアサービスを利用する場合は、約款による外部サービスを利用することが多

くなるが、なりすましやサービス停止のおそれがあるため、ソーシャルメディアサービスによる情報発信時の対策を講

じる必要がある。 

【例文】 

①情報セキュリティ管理者は、本市が管理するアカウントでソーシャルメディアサービスを利用する場合、情報セキュ

リティ対策に関する次の事項を含めたソーシャルメディアサービス運用手順を定めなければならない。

埋蔵文化財・史跡整備における 3D の活用と公開について
（仲林） 
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（ア）本市のアカウントによる情報発信が、実際の本市のものであることを明らかにするために、本市の自己管理ウェ

ブサイトに当該情報を掲載して参照可能とするとともに、当該アカウントの自由記述欄等にアカウントの運用組織を明

示する等の方法でなりすまし対策を実施すること。 

（イ）パスワードや認証のためのコード等の認証情報及びこれを記録した媒体（IC 

カード等）等を適正に管理するなどの方法で、不正アクセス対策を実施すること 

②機密性２以上の情報はソーシャルメディアサービスで発信してはならない。 

③利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定めなければならない。 

 

(解説) 

ソーシャルメディアサービスの利用 

インターネット上における、ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス、動画共有サイト等のソーシャルメディア

サービスは、積極的な広報活動等に利用することができるが、外部サービスを利用せざるを得ず、第三者によるなりす

ましやアカウントの乗っ取り、予告なしでサービスが停止するといった事態が発生する可能性がある。そのため、利用

にあたっては、ソーシャルメディアサービスの運用ポリシーや運用手順を定め、ルールに沿った利用を行うことが求め

られる。具体的には次の事項が考えられる。 

①なりすまし対策 

・庁内で管理しているウェブサイト内において、利用するソーシャルメディアサービスのサービス名と当該アカウント

ページへのハイパーリンクを明記するページを設ける。 

・運用しているソーシャルメディアサービスの自由記述欄において、庁内ウェブサイト上のページの URL を記載する。 

・ソーシャルメディアサービスの提供事業者が、「認証アカウント（公式アカウント）」と呼ばれるアカウントの発行を

行っている場合は、これを利用する。 

②アカウント乗っ取り対策 

・パスワードを適正に管理する。 

・二段階認証やワンタイムパスワード等、アカウント認証の強化策が提供されている場合は、可能な限り利用する。 

・ソーシャルメディアサービスへのログインに利用する端末が不正アクセスや盗難されないよう、最新のセキュリティ

パッチや不正プログラム対策ソフトウェアの導入、端末管理等のセキュリティ対策を実施する。 

③サービスが終了・停止した場合の対応 

・あらかじめ発信した情報のバックアップを庁内に保管しておく等、スムーズに別のサービスへの移行が行えるよう適

正な準備をしておく。 

 

（中略） 

 

ⅲ- 116 

（注 7） クラウドサービスの利用に関する考慮事項 

インターネットを介してサービスを提供するクラウドサービスの利用に当たっては、クラウドサービス事業者の事業所

の場所に関わらず、データセンターの存在地の国の法律の適用を受ける場合があることに留意する必要がある。具体的

には、クラウドサービス事業者のサービスの利用を通じて海外のデータセンター内に蓄積された地方公共団体の情報が、

データセンターの設置されている国の法令により、日本の法令では認められていない場合であっても海外の当局による

情報の差し押さえや解析が行われる可能性があるため、住民情報等の機密性の高い情報を蓄積する場合は、日本の法令

第 1 回考古学・文化財のためのデータサイエンス・サロン 
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の範囲内で運用できるデータセンターを選択する必要がある。オープンデータ、環境計測値等の機密性の低い情報をク

ラウドサービスに蓄積する場合は、どの国の法令が適用されるのかを確認し、リスク等を考慮した上で選択することが

望ましい。 

なお、クラウドサービスの利用に当たっては、契約の形態が従前の委託や請負と異なることが想定されることから、「地

方公共団体における ASP・SaaS 導入活用ガイドライン」（平成 22 年 4 月 総務省）を参照されたい。 

  

【資料３】 

東大阪市文化財三次元データの公開に関する運用要綱 

 

（目的） 

第１条 文化財の活用のため、市が所有する又は市に所在する文化財等の三次元データをウェブサイトを利用する方法

により公開するにあたり必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

①文化財等 

文化財保護法第２条第１項各号に掲げる文化財又は本市の歴史や文化財を理解するうえで欠かせないものをいう。 

②三次元データ 

電子計算機によって情報処理された空間（幅、奥行き及び高さ方向に広がるものをいう。）に配置された点、線又は面の

集まりが立体物を構成する情報で、電子的方式によって記録されたものをいう。 

③ウェブサイトを利用する方法 

インターネットを利用し、三次元データを公開用ウェブサイトに送信することで、閲覧者が使用する通信端末機器の映

像面に表示させる方法をいう。 

④アカウント 

ウェブサイトを利用する方法において、当該ウェブサイトが提供するサービスを利用するために利用者として識別され

る情報をいう。 

 

（統括責任者及び運用管理責任者） 

第３条 社会教育部長を三次元データ公開に関する統括責任者とし、社会教育部文化財課長を運用管理責任者とする。 

 

（公開方法） 

第４条 三次元データの公開は、三次元データの公開に適したウェブサイト（以下「公開用ウェブサイト」という。）に

アカウントを登録し、行うものとする。 

２ 公開用ウェブサイトは、別に定める。 

３ 公開する文化財等の所有権又は知的財産権が市以外の者に属する場合、書面により当該文化財等の三次元データの

作成及び公開の同意を得なければならない。 

 

（アカウントの管理） 

第５条 前条第 1 項のアカウントは、文化財課長が管理し、その公開の責を負う。 

埋蔵文化財・史跡整備における 3D の活用と公開について  
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（アカウント登録） 

第６条 アカウントには、市が情報発信者であることを明らかにするため、市が管理するウェブサイト及び運用する組

織を記載しなければならない。 

２ アカウント登録に必要なパスワードは、運用管理責任者が定め、定期的に変更しなければならない。 

３ その他必要な事項は別に定める。 

 

（アカウントの詳細及びパスワードの管理） 

第７条 アカウントの詳細及びパスワードは、部外者に開示してはならない。 

 

（情報発信） 

第８条 公開する三次元データの内容は、別に定める。 

 

（意思決定） 

第９条 三次元データの公開は、東大阪市文書取扱規定に定める方法により起案を行い、運用管理責任者の決裁を得て

行わなければならない。 

 

（他のアカウント等への接触の禁止） 

第 10 条 公開用ウェブサイトでは、次の各号に掲げる行為は行ってはならない。 

① 市以外のアカウント又は市以外のアカウントが公開する三次元データに対して、意見等を表明する行為。 

② 市アカウント又は市アカウントの公開する三次元データに対する意見に対して返信する行為。ただし、返信の必要

があるとアカウント管理者が判断する場合は、不特定多数の閲覧者が当該返信を確認できる方法で行うことができる。 

 

（市ウェブサイトへの表示） 

第 11 条 運用管理責任者は、市が管理するウェブサイトに公開用ウェブサイトに関する情報を表示しなければならな

い。 

 

（運用ポリシーの掲載） 

第 12 条 運用管理責任者は、東大阪市文化財三次元データの公開に関する運用ポリシー（以下、「運用ポリシー」とい

う。）を市ウェブサイトに掲載しなければならない。 

２ 運用管理責任者は、運用ポリシーに禁止事項を明示しなければならない。 

 

（なりすましへの対応） 

第 13 条 運用管理責任者は、なりすまし（市以外の者が、市のアカウントであると誤認させるおそれのあるものを作

成する行為をいう。以下同じ。）を発見した場合は、ただちに市ウェブサイト等において、なりすましによるアカウント

の存在を周知しなければならない。 

 

（遵守事項） 

第 14 条 職員は、関係法令、本要綱及び東大阪市職員のソーシャルメディアの利用に関するガイドライン（以下、「ガ

イドライン」という。）を遵守しなければならない。 
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27 

（登録の解除等） 

第 15 条 運用管理責任者は関係法令、この要綱又はガイドラインに違反する重大な不正利用等が判明した場合は、た

だちに情報発信を中止し、適切な措置を講じなればならない。 

（協議事項） 

第 16 条 この要綱に定めのない事項については、運用管理責任者及びアカウント管理者が協議して定める。 

附則 

この要綱は、平成３０年５月１４日から施行する。 

【資料４】 

東大阪市文化財三次元データの公開に関する実施要領 

（目的） 

第１条 この要領は、東大阪市文化財三次元データの公開に関する運用要綱（以下、「要綱」という。）に定める事項に

ついての詳細を定めるもの。 

（三次元データ公開サイト） 

第２条 要綱第４条に定める、三次元データ公開サイトは次のとおりとする。 

Sketchfab （スケッチファブ） https://sketchfab.com/ 

（アカウント情報）

第３条 要綱第６条第３項の事項は以下のとおりとする。

①登録するアカウント名は、「東大阪市教育委員会文化財課」とする。

②アカウント情報及び三次元データ公開ページの記載は日本語で行うこととし、必要がある場合は英語も併記する。

（三次元データ） 

第４条 要綱第８条に定める三次元データは次に掲げるものとする。 

①市に所在する文化財の三次元データ

②発掘調査で検出した遺構の三次元データ

③発掘調査で出土した遺物の三次元データ

④前２号の情報を基に復元した古代の建物・地形の三次元データ

（コメント等のチェック）

第５条 運用ポリシー６．に該当するコメントの有無等について、開庁日の午前又は午後に確認しなければならない。

附則

この要領は、平成３０年５月１４日から施行する。

埋蔵文化財・史跡整備における 3D の活用と公開について
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【資料５】 

東大阪市文化財三次元データの公開に関する運用ポリシー 

1．目的 

・東大阪市の文化財について、Sketchfab を活用し、広く皆さんにご紹介いたします。 

2．Sketchfab アカウント URL 

・https://sketchfab.com/higashiosaka_bunkazai 

3．公開内容 

東大阪市の歴史を伝えるため以下の三次元データを公開します。 

①市に所在する文化財の三次元データ 

②発掘調査で検出した遺構の三次元データ 

③発掘調査で出土した遺物の三次元データ 

④前２号の情報を基に復元した古代の建物・地形の三次元データ 

4．対応時間 

・原則として開庁日の午前 9 時から午後 5 時 30 分までとしますが、この時間帯以外にも公開する場合があります。 

5．留意事項 

・原則として、コメント欄は使用しません。 

6．禁止事項等 

・コメント機能をご利用いただく際には、以下のような内容のコメントはご遠慮ください。利用者によるコメント内容

等が下記事項に該当すると判断した場合は、断りなくコメントを削除することがあります。 

１．法令等に違反するもの 

２．人権侵害となるもの 

３．第三者を誹謗中傷するもの 

４．本人の承諾なく個人情報を特定・開示・漏えいするもの 

５．営業活動、政治的活動、宗教的活動、その他営利を目的とするもの 

６．記載された内容が虚偽または著しく事実と異なるもの 

７．著作権、商標権、肖像権等運用者、利用者または第三者の知的財産権等を侵害する恐れのあるもの 

８．運用者、利用者または第三者に不利益を与えるもの 

９．有害なプログラム等 

10．その他、運用管理責任者が不適当と判断したもの 

7．著作権 

・公開されている三次元データに著作権が存在する場合、その著作権は運用者または正当な権利を有する者に帰属しま

す。この場合において、三次元データの無断使用・無断転載を禁じます。 

8．免責事項 

・公開された三次元データは、その正確性・完全性・有用性等が保証されたものではありません。 

・本市は、利用者が投稿した内容を利用または信用したことにより、利用者または第三者が被った損害について、いか

なる場合でも一切の責任を負いません。 

・本市は、利用者間、もしくは利用者と第三者のトラブルによって利用者または第三者に生じた損害について、いかな

る場合でも一切の責任を負いません。 
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・Sketchfab は本市以外の団体によって運営されていることから、本市は、Sketchfab に関するご質問等については一切

お答えしません。

・本市は Sketchfab のシステム等に起因し又は関連して生じた損害について、一切の責任を負いません。

・本市は、予告なく運用方針の変更や運用方針の見直し、または当アカウントの運用を中止する場合があります。

9．個人情報

・掲載する情報については、個人情報の保護に関する法律および東大阪市個人情報保護条例に基づき、個人情報の漏え

いがないよう適切に対処します。また、個人情報を収集する際は目的を明示し、明示した利用目的の範囲内でのみ利用

します。

10．運用

・この運用方針は平成 30 年 5 月 14 日から適用します。

埋蔵文化財・史跡整備における 3D の活用と公開について
（仲林） 




